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１．本研究の趣旨

次世代育成支援行動計画には、地域における乳幼児

期から青少年期（思春期）の子どもとその保護者を対象

とした様々な事業が盛り込まれている。これら事業は、子

どもの心身の健全な育成や親の子育て不安・負担の軽減・

孤立の防止など様々な側面でその有効性が指摘されて

いる。特に地域子育て支援に関する事業は、ますますそ

の重要性が認識され、事業が拡大されているところであ

る。実際に利用者たる住民からは、その有効性や効果を

評価する声も多い。また、提供側・支援側としても手ごた

えを感じていることが少なくない。しかしながら、実際に

はこれら事業の有効性や効果を客観的に示すような利

用者評価は行われておらず、事業の効果・成果は十分

に評価されていない現状がある。

そこで本研究は、次世代育成支援事業のうち近年事

業拡大と充実の傾向が著しい地域子育て支援に関する

事業（以下、事業）に焦点化し、適切な評価方法等を検

討し、利用者評価ツール（以下、ツール）を開発すること

を目的とした。また、利用者評価体制の構築についても

検討を行った。なお、調査や試行は兵庫県伊丹市の協

力を得ながら実施した。評価の主体を地域の各事業・サ

ービスの利用者とし、修正デザイン・アンド・ディベロッ

プメント（以下、M-D&D）の手法を用いて研究を行った。

M-D&Dには、第1フェーズから第4フェーズまで4つの

手続きがある。第1フェーズでは、①利用者評価につい

ての現状・問題点・課題等の情報収集と分析、②事業の

詳細の把握と評価実施事業の抽出、③利用者への質的

調査の実施、の3つを行った。第2フェーズでは、①ツー

ル試案の検討、②ツールのたたき台の作成、を行った。

第3フェーズでは、①たたき台の試行、②ツールの課題

と問題点の明確化、を行った。そして、最後に第4フェー

ズに向けたツール普及のための課題の抽出を行った。

２．研究結果・考察

事業を事業目的ごとに再分類し、分類名を付けたも

ののうち、「広場関連事業」・「保育関連事業」の2つに注

目して研究を進めた。第1フェーズとして実施したテキ

ストデータ分析では、①スペース、②開所・閉所時間、

③実施回数、④広報、⑤価格、⑥アクセス、を利用者は

事業を評価する上で重要と考えていることが明らかとな

当協会に対して、上記研究の成果報告がありました。その要約を掲載します。

なお、今回ご紹介した報告は研究報告誌として後日発行する予定です。
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暮らしの中の社会保険・労働保険⑱ 「年金の世代間格差と若者について」
った。同じく第1フェーズで実施した質的調査では、①

利用しやすい雰囲気、②安心感、③アクセス、④すぐ利

用可能か否か、⑤建物・設備、⑥スペース、⑦利用時間・

利用期間、⑧広報、⑨価格、⑩スタッフの受容的態度、

⑪スタッフの質、⑫理解しやすいサービス内容、⑬理解

しやすい利用方法、を利用者は事業を評価する上で重

視していた。さらに、「主観的効果」をたずねる項目もツ

ールには必要であることが示唆された。

ここまで述べてきた結果から、実際にツールを作成し

試行を行った。質問項目は「広場関連事業」・「保育関連

事業」に共通する項目と、各関連事業独自項目に大別

されるが、質問項目の構成は①スタッフの対応、②施設・

サービスの提供環境、③保護者にとってのサービス利

用後の主観的効果、④子どもにとってのサービス利用

後の主観的効果、⑤サービスへの期待との合致度、と

共通している（領域別項目）。また、総合的な満足度をた

ずねる項目（3項目）も作成した（満足度項目）。質問項

目数は前者が43項目、後者が44項目である。試行は、「広

場関連事業」では「地域子育て支援拠点事業」1事業全

7カ所、「保育関連事業」では、「体験保育」、「一時保育」、

「休日保育」、「地域子育てバックアップ事業」、「育児フ

ァミリーサポートセンター事業」、「児童くらぶ」の6事業

で行った。属性以外の項目は「全くそう思わない」から「と

てもそう思う」までの7件法でたずねている。

利用者評価の分析は、“利用者評価として”と“ツール

試行として”の2つに分けて行った。前者では、いずれの

事業についても概ね良好な結果であった。全体として「広

場関連事業」の方の平均値が高くなっている。「保育関

連事業」では、全体として評価がばらついている傾向が

あった。今後詳細な分析結果を伊丹市へフィードバック

する予定である。後者では、因子分析を行い項目の妥

当性と信頼性の検証を行った。妥当性については、今後

も項目内容を検討・改良していく必要性が示唆された。

信頼性は、ある程度確保することができた。以上から、今

後もツールの精緻化作業を行って問題がないと判断した。

今後は明らかとなった課題を十分考慮し、改良したうえで、

他市でもツールを普及する予定である。

３．まとめ

今回の研究では、毎回同じツールを使って評価する

ことを想定し、同じ系統の事業を関連事業としてグルー

プ化してツール開発を行った。試行の結果、同じツール

で評価を積み重ねることにより、①市内の地域差や他

市との違いを把握できること、②年度別変化を把握でき

ること、③同グループ内であれば、他事業であっても結

果が比較可能であること、④共通項目により他グループ

の事業であってもある程度結果が比較可能であること、

等の利点があり、ツール普及の意義は大きいことが示

唆された。また行政は利用者評価を積極的に推進する

べきあり、利用者評価結果を一つのエビデンスとして上

手く活用することで、行政として“どこまで”・“なぜ”事業

やサービスを実施すべきかをより明確にできる。しかし

ながら、地域を基盤とする福祉事業・サービスは、利用

者が一方的に受容するためのものではなく、本来、地域

の人々が自ら地域や自分の問題に気付き、解決に向け

て取り組めるようになることを目的に創られたものである。

この点も含めて利用者評価は、地域の人々が自分たち

の問題に自分たちで気付くための一助となるものであり、

評価を積み重ねていくことで、地域組織化や福祉文化

の醸成に貢献できるものであると考える。
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公的年金の世代間格差が将来拡大し、若者世代は負担
に見合った給付が受け取れないとの見解も広まっています。
そこで、今回は年金の世代間格差と若者について考えます。

Ａ１．社会保障の世代間格差を計算した鈴木亘学習院大学教
授らのディスカッション・ペーパー「社会保障を通じた世
代別の受益と負担」が、1月に公表されました。この中で公
的年金制度の受益と負担の状況が世代別に示されてい
ます。それによれば賦課方式、少子化、平均余命の延び、
保険料率の段階的引上げなどの歴史的事実、および厚労
省が平成21年財政検証で用いた経済前提（物価と賃金
の上昇率、運用利回り）などを用いて計算したところ、
1955年生まれが分岐点で、翌年生まれ以降1985年生ま
れにかけて純負担は拡大し続けるとされています。〈表1〉

ところで、この計算において被用者年金の事業主負担分は
生涯保険料に含まれ、個人が負担したものと見なされていま
す。これも一つの考え方ですが、事業主負担がなくなればそ
の分だけ雇用者への賃金に振り向けられるとは限らず、企業
経営の競争力強化のためのコスト削減に向けられることも
考えられます。つまり、厚生年金保険料の法定1/2の事業主
負担分を個人の負担とは見なさないという考え方もあります。
後者のように考えれば個人の受益と負担の分岐点は
さらに若い世代に移行するか、経済前提などの如何
によっては全世代で受益超過となることも考えられます。
なお、基礎年金国庫負担分は生涯保険料に含まれないとさ
れているため、このペーパーでは国民年金第1号被保険者
の純受益は生年に関わらずプラスとなっています。

Ａ２．上記試算の重要な点は、一定の前提のもとで第1号被保険
者は平均的には納付した保険料以上の年金給付を受給で
きるということです。この一定の前提には、基礎年金の給付
に要する費用の1／2を国庫が負担することも含まれていま
す。しかし、12、13年度はそのための安定財源が確保でき
ず財源約6兆円を交付国債で手当てし、20年かけて償還
することが国会審議等で示されています。社会保障の持続
可能性への懸念が現実のものとならないように「社会保障・
税一体改革」の実現など、政治の責任が問われる所以です。
さて、このように考えていくと、年金保険料の未納期間は追

納したほうがメリットは大きいと言えます。加えて、追納保
険料は扶養家族分を含め全額所得控除の対象となります。
本来は時効により未納保険料は2年を超えて遡って納付で
きませんが、本年10月からは3年間の時限措置で、10年
前まで遡って時効にかかる未納保険料を納付できるように
なりました。これを「後納保険料」と言い、免除を受けた保
険料の遡及支払いである「追納保険料」と区別しています。
ただし、この場合政令で定める額が加算されます。詳細は
未定ですが、同様に政令で定める額が加算される学生納
付特例の追納の場合を参考までに示すと表2の通りです。

また、学生納付特例や若年者納付猶予の適用を受けた
期間は、そのままにしておくと老齢年金には反映されませ
ん。この点で法定免除や申請免除（全額～1／4）と異な
ります。追納は原則として古い月分から順に行いますが、
日本年金機構のホームページなどで、自身の年金納付
記録を知ることができます。先日、知人に付き添い学生納
付特例期間の追納、年金記録重複の是正の手続き、時効
にかかる保険料の後納等の問い合わせに年金事務所に
伺いました。平日以外に、第2土曜日も週末相談が行われ、
各年金事務所のホームページに日時ごとの予想窓口混
雑状況が案内されるなど、大変丁寧な対応がされています。

Ａ３．政策選択により、出生率が向上すれば、マクロ経済スライ
ドの適用期間の短縮等を通じて若者世代の将来の老齢
年金受給額を増加させることができます。また、専業主婦
などの第3号被保険者や60歳代の高齢者の就業率が高
まり、第2号被保険者が増加すれば、将来の平均的な老齢
年金額を増やし、安心を確かなものにすることができます。
このことは若者世代にも好ましい環境を提供します。
そもそも国民年金制度は老齢などによる生活の不安を「国
民の共同連帯」により防止することを目的としています。個
人の利害も大事ですが、あわせてこの理念を今一度思い
おこしたいものです。
（監修：社会保険労務士　ＣＦＰ 認定者　西岡秀昌）
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〈表1〉生年別の受益と負担（公的年金計）：万円

生年

出所：内閣府経済社会総合研究所ホームページより

２００１年度の月分
２００２年度の月分
２００３年度の月分
２００４年度の月分
２００５年度の月分
２００６年度の月分
２００７年度の月分
２００８年度の月分
２００９年度の月分
２０１０年度の月分

13,300
13,300
13,300
13,300
13,580
13,860
14,100
14,410
14,660
15,100

15,350
14,760
14,540
14,340
14,380
14,440
14,470
14,580
14,660
15,100

15.4％
11.0％
9.3％
7.8％
5.9％
4.2％
2.6％
1.2％

〈表２〉各年度の国民年金保険料と追納保険料（月額）：円

年度

出所：日本年金機構ホームページなどから作成
注：追納保険料は２０１２年３月末までに追納する場合の金額
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内 容日 時 主 な 議 題 な ど

於：アイーナホール（いわて県民情報交流センター・岩手県盛岡市）岩手講演会（寺島実郎氏「真の復興への視座」他）4月7日（土）

4月13日（金） 第２回運営委員会 ２０１２年度 事業計画（案）他

A
現在加入している内容の見直しは、１共済期間の中で一度だけ行うことができます。手続きの方法としては、

新たに見直した内容を記載した所定の「契約申込書」と現契約の「変更・解約届」の提出が必要となります。

見直しをした結果、これまでの給付項目や給付金額から変更になるものについては、それぞれの事由発生確

定日における保障内容が適用されることとなります。

シリーズ 慶弔（自治体提携用）共済Ｑ＆Ａ⑱

■ 契約期間：２０１１年４月１日～２０１２年３月３１日の１年間

■ 新たな内容での保障開始日：２０１２年１月１日（満期は変わらず３月３１日となります。）

■ 見直した内容：傷病休業見舞金の休業１４日以上　現行１０,０００円⇒見直し後５,０００円

２０１１/１２/２２
病気により休業開始

２０１２/１/１
見直し後の保障開始
１０,０００円⇒５,０００円

２０１２/１/４
休業１４日目

傷病休業見舞金の事由確定日は１４日以上の休業の場合は「１４日目」にあ
たる日が「事由確定日」となりますから、事例の場合は２０１２/１/４が事由確
定日となります。事由確定日時点の給付内容は５,０００円に変更されていま
すから、給付は５,０００円となります。

事由確定日は２０１１/１２/２２？
それとも２０１２/１/４？
どちらの金額が適用されるの！？

?
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